
 

 

弁護士が解説！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年  １１月 ９ 日  土   １０：３０～１２：３０ 

 

 

     講 師  法律事務所 八丁堀法律センター 弁護士                   氏 

 

 

     対 象  どなたでも   定 員  ８０人（要申込・先着順）   参加費  無料 

 

     会 場  ゆいぽーと５階研修室   申込方法  裏面をご覧ください。 

 

 

                広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと） 

                ゆいぽー と 男 女共同参画推進協議 会  

ハラス 
メント 

ハラス 

メント 
ハラス 

メント 
 

～ ジェンダーの視点で考える ～ 

 ハラスメントは、職場や学校、社会の中で

他者に対して身体的・精神的な攻撃等を  

加えて、相手を傷つけたり、精神的な苦痛を

与えたりする行為を指し、人の尊厳に関わる

問題です。 

 ハラスメントは、私たちの日常生活のあら

ゆる場面で頻発している社会問題でもあり、

適切に対応するためには正しく理解する  

ことが必要です。 

寺本
て ら も と

 佳代
か よ

 

弁護士歴１８年。一般民事事件の

ほか、離婚（ＤＶ）事件、労働   

事件、性犯罪被害者支援、生活 

困窮者支援などに携わっている。 

 

託児 
あり 



 

次の URLまたは二次元コードからお申し込みください。 

 

https://forms.gle/CwxPtknTbK6NZuqd8 
 

 

 

 

                                            １１月２日（土）締切･ 

 

電話、ファックス、電子メール、来館等でも承ります。 

下記内容❶～❼をお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

お客様の個人情報については、ゆいぽーとの事業以外には使用いたしません。 

 

                         申込方法・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み 

お問い合わせ 

 広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと） 
 
 〒730-0051 広島市中区大手町５丁目６番９号   ［TEL］ 082-248-3320  ［FAX］ 082-248-4476 

 ［E-Mail］ info-y@yui-port.city.hiroshima.jp  ［URL］ https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/ 

 ［開館時間］ 9:00～21:00  ［休館日］ 月曜日、祝日（日曜日と重なった場合は開館） 

 

①名前（フリガナ） ②年齢（年代） ③電話番号 ④ファックス番号 ⑤メール

アドレス ⑥講師への事前質問（任意） ⑦託児を希望の方は、おこさまの 

名前（フリガナ）、年齢・月齢（１１/９ 時点）、性別 ※６ヵ月～未就学児対象

／先着３人 

駐車場はありません。市営鷹野橋駐車場

（有料）などをご利用ください。 

駐輪場（無料）は、市営鷹野橋駐車場の隣に

あります。 

【本講座関連施策】 

第３次広島市男女共同参画基本計画（２０２１年３月）  https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/217988.html 

■ 基本方針２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立  ■ 基本方針４ 女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援■ 基本方針５ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成 等 


